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一般家庭向け支援策 ○村   ○国   ○県  支援事業の主体 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 型 コ ロ ナウ イ ル ス 感 染 症 
各 種 支 援 事 業 等 に つ い て  

 
▪事業内容 

新型コロナウィルス感染症拡大を防ぐため、地域の重
要な交通機関であるバス会社が感染防止対策のために購
入する消耗品等（マスク、消毒液等）に対し支援を行
う。 

▪補助対象 
鮭川村における地域公共バス運営会社 

▪申請受付時期 
令和２年６月１５日(月)～８月３１日(月)まで 

▪補助金 
事業所 1 社につき５万円を上限 

※ 詳細は下記に問い合わせをお願いします。 
住民税務課危機管理室 55-2111（内線 112） 

 
▪事業概要 

新型コロナウィルス感染症拡大を防ぐため、災害時に
は一時避難所にもなる「地区公民館」の活動再開に必要
な「新しい生活様式」実践のための備品等（空気清浄
機、オゾン発生器、消毒液等）を購入する地域の活動に
対し支援を行います。 

▪補助対象 
村内において地区の活動の拠点となる公民館 45 か所 

▪申請受付時期 
 令和２年６月１５日(月)～８月３１日(月)まで 

▪補助金 
地区公民館 1 か所につき５万円を上限 

※ 詳細は下記に問い合わせをお願いします。 
住民税務課危機管理室 55-2111（内線 112） 

○村  

○村  

 
▪事業内容 学校休業や外出自粛など生活に影響を受けて

いる学生等の生活費の一部支援を行うことで、学生等を
持つ保護者の経済的負担の緩和を図るため、鮭川村では
学生等生活支援金を支給します。 

▪対象者 大学、大学院、短期大学、高等専門学校（専修
年限の後半２年）、専門学校、専修学校（専門課程）、
予備校等に在学している学生等の保護者で、令和２年６
月４日現在で鮭川村に住所を有する（住民基本台帳に登
載されている）方。 

▪支援金額  学生等１名につき ２万円 
▪申請受付時期 令和 2 年 6 月 15 日(月)～9 月 14 日(月)

まで 
▪必要書類 申請書、学生であることを証明する書類（学

生全員分）、申請者の本人確認書類の写、振込先口座確
認書類の写 

▪その他 申請書類については、村公式ホームページより
ダウンロード又は別紙チラシをご覧ください。 

 
教育課教育総務係 55-3051（鮭川村中央公民館） 

 鮭川村学生等生活支援金支給事業 ○村  

 
▪事業内容 

小規模事業者支援事業費補助金の制度を拡充し、新型
コロナウイルス感染症を乗り越えるための改装工事、備
品購入などの事業に対し補助金による支援を行います。 

▪対象者（次の要件を全て満たす事業者） 
・村内に事業所を有する宿泊業及び飲食店等 
・山形県からの自粛要請を受け、令和２年４月 25 日～５

月 10 日までの間、営業の自粛を行い、新型コロナウ
イルス感染症を乗り越えるための検討を行った事業者 

▪補助金額等 
対象経費の５分の４以内、４０万円を上限 

▪申請受付時期 
令和２年６月１５日(月)～８月３１日(月)まで 

※ 詳細は下記に問い合わせをお願いします。 
産業振興課林政商工係 55-2111（内線 253） 

  小規模事業者支援事業 

○村  

○村  

6 月 10 日時点での情報をもとに作成しました。 



新型コロナウイルス感染症各種支援事業等について その２ 
 

事業者向け支援策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪事業内容 

新型コロナウイルス感染症の拡大による経済影響が大
きい宿泊施設等を支援するため、村観光協会が宿泊助成
を行います。 

▪対象者 
県内在住者 

▪助成額 
宿泊費 1 泊の 1/2 相当額（上限 5,000 円） 

    ※鮭川村エコパークはコテージ 1 棟につき 5,000 円 
▪助成期間 

令和 2 年 6 月 10 日から 12 月末日まで 
    ※数量限定・先着順となります。 
 
※詳しい内容については、別紙チラシをご覧ください。 

鮭川村観光協会（むらづくり推進課内） 
55-2111（内線 283） 

新型コロナウイルス対策宿泊助成事業 
（鮭川村観光協会事業） 

 
▪事業内容 

新型コロナウイルス感染症の拡大による経済影響が大
きい宿泊施設等を支援するため、村観光協会が日帰り利
用助成を行います。 

▪対象者 
県内在住者 

▪助成額 
3,000 円以上の日帰り利用プランに対し 

2,000 円を助成 
▪助成期間 

令和 2 年 6 月 13 日から 12 月末日まで 
     ※数量限定・先着順となります。 
 
※詳しい内容については、別紙チラシをご覧ください。 

鮭川村観光協会（むらづくり推進課内） 
55-2111（内線 283） 

 ○村  ○村  

新しい生活様式を実践しよう！ 
新しい生活様式の実践例 

6 月 10 日時点での情報をもとに作成しました。 


